
目

次

告

示

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定
の
辞
退
qqqqqq（

同

）
…
二

○
介
護
保
険
法
に
よ
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
水
産
振
興
課
）
…
二

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
中
南
農
林

水
産
事
務
所
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所
）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
農
林

水
産
事
務
所
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
鯵
ヶ
沢
町

社
会
福
祉
協

議
会

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

後
家
屋
敷
九
の
四
通
所
介
護
あ
じ
が
さ
わ

い
き
い
き

ラ
ボ

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢

町
大
字
舞
戸
町
字

後
家
屋
敷
九
の
四
令
和七･
七･
一

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法

第
七
十
八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居

宅

サ
ー
ビ

ス
の
種

類

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

福
祉
用

具
貸
与
ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
十
和

田

十
和
田
市
稲
生

町
四
の
二
三
第

一
田
中
ビ
ル
四

階

令
和七･
四･二四
令
和七･
五･三一

青
森
県
報
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第
九
百
二
十
五
号

令
和
七
年六

月
十
一
日

（
水
曜
日
）



株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

特
定
福

祉
用
具

販
売

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
十
和

田

十
和
田
市
稲
生

町
四
の
二
三
第

一
田
中
ビ
ル
四

階

〃

〃

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

福
祉
用

具
貸
与
ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
む
つ

中
央

む
つ
市
旭
町
七

の
四
七

〃

〃

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

特
定
福

祉
用
具

販
売

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
む
つ

中
央

む
つ
市
旭
町
七

の
四
七

〃

〃

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
か
ら
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

開

設

者

介
護
老
人
福
祉
施
設

辞
退
の

届

出

年
月
日

辞

退

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉

法
人
七
峰

会

弘
前
市
大
字
下
白

銀
町
二
一
の
八

特
別
養
護

老
人
ホ
ー

ム
サ
ン

ア
ッ
プ
ル

ホ
ー
ム

弘
前
市
大
字
高
杉

字
尾
上
山
三
五
〇

令
和七･
四･二二
令
和七･
五･
九

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予

防
サ
ー

ビ
ス
の

種
類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事
業
を
行
う
事
業
所

廃
止
の

届

出

年
月
日

廃

止

年
月
日

名
称
又
は

氏

名
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

名

称

所

在

地

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
十
和

田

十
和
田
市
稲
生

町
四
の
二
三
第

一
田
中
ビ
ル
四

階

令
和七･
四･二四
令
和七･
五･三一

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

介
護
予

防
特
定

福
祉
用

具
販
売

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
十
和

田

十
和
田
市
稲
生

町
四
の
二
三
第

一
田
中
ビ
ル
四

階

〃

〃

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

介
護
予

防
福
祉

用
具
貸

与

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
む
つ

中
央

む
つ
市
旭
町
七

の
四
七

〃

〃

株
式
会
社

ニ
チ
イ
学

館

東
京
都
千
代
田
区

神
田
駿
河
台
四
丁

目
六

介
護
予

防
特
定

福
祉
用

具
販
売

ニ
チ
イ
ケ

ア
セ
ン

タ
ー
む
つ

中
央

む
つ
市
旭
町
七

の
四
七

〃

〃

公

告

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
変
更
の
公
表

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
（
令
和
七
年
三
月
十
四
日
公
表
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
の

で
、
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。
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令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

令
和
７
管
理
年
度
（
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月
３
１
日
ま
で
の
期
間
を
い
う
。
）

に
お
け
る
知
事
管
理
漁
獲
可
能
量
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
特
定
水
産
資
源
に
関
す
る
も
の
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

第
１
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
漁
業

３
４
６
．
４
ト
ン

第
２
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）

知
事

管
理

区
分

知
事
管
理
漁
獲
可
能
量

青
森
県
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
漁
業

７
８
４
．
２
ト
ン

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
第
二
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
東
青
農
林
水
産
事
務
所
長

内

山

真

人

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の
年
月
日

理

事

〃

菊
地

清
昭

葛
西

透

青
森
市
大
字
左
堰
字
野
田
一
三
の
一

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
六
の
一

令
和七･
四･
一就
任

〃

〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃監

事

〃

工
藤

隆
志

工
藤

善
吉

山
口

勝
彦

工
藤

美
穂
子

土
岐

富
和

工
藤

久
米
司

藤
田

勉

菊
地

清
昭

工
藤

善
吉

工
藤

隆
志

工
藤

和
夫

山
口

勝
彦

山
口

勝

葛
西

透

土
岐

富
和

〃

大
字
左
堰
字
野
田
四
三

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
七
の
二

〃

大
字
左
堰
字
大
科
二
五
の
二

〃

大
字
小
橋
字
伊
沢
五
の
二

〃

大
字
左
堰
字
野
田
二
二

〃

大
字
小
橋
字
田
川
三
五

〃

大
字
左
堰
字
大
科
二
三

〃

〃

字
野
田
一
三
の
一

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
七
の
二

〃

大
字
左
堰
字
野
田
四
三

〃

大
字
小
橋
字
田
川
四
六

〃

大
字
左
堰
字
大
科
二
五
の
二

〃

大
字
小
橋
字
千
鳥
二
三

〃

〃

字
田
川
四
六
の
一

〃

大
字
左
堰
字
野
田
二
二

〃〃〃〃〃〃〃七･
三･三一退
任

〃〃〃〃〃〃〃

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
平

川
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
中
南
農
林
水
産
事
務
所
長

齋

藤

禎

展

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

〃監

事

田
中

る
り
子

福
井

志
津
子

古
川

榮

平
川
市
石
郷
村
元
九
〇
の
一

〃

館
田
前
田
二
一
二

〃

大
坊
前
田
七
の
三

令
和七･
四･
三就
任

〃〃
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

地
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

田
中

仁
司

三
戸
郡
南
部
町
大
字
小
泉
字
家
ノ
前
一
の
一

令
和
七･
三･二六

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
福
地

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
七
年
五
月
二
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
五

所
川
原
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
一
日

青
森
県
西
北
農
林
水
産
事
務
所
長

豊

澤

順

造

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

監

事

鳴
瀬

順
一

五
所
川
原
市
大
字
種
井
字
鐙
潟
四

令
和
七･
四･
四
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
一
円
七
十
銭


